
○高松市市営住宅条例施行規則 

平成９年６月26日規則第48号 

改正 

平成９年９月26日規則第56号 

平成10年２月25日規則第４号 

平成10年５月８日規則第40号 

平成10年５月29日規則第41号 

平成10年７月31日規則第45号 

平成10年９月28日規則第52号 

平成11年３月29日規則第59号 

平成11年９月24日規則第98号 

平成12年３月27日規則第13号 

平成12年９月25日規則第67号 

平成13年９月20日規則第64号 

平成13年12月21日規則第73号 

平成14年９月27日規則第56号 

平成17年７月28日規則第59号 

平成17年９月22日規則第130号 

平成18年１月６日規則第40号 

平成18年４月25日規則第76号 

平成18年11月６日規則第111号 

平成18年12月22日規則第117号 

平成19年３月30日規則第20号 

平成19年９月26日規則第68号 

平成19年９月26日規則第76号 

平成19年11月７日規則第77号 

平成20年２月４日規則第１号 

平成20年12月５日規則第73号 

平成21年２月９日規則第５号 
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平成21年３月31日規則第30号 

平成21年11月24日規則第60号 

平成22年11月４日規則第55号 

平成23年11月22日規則第54号 

平成24年３月27日規則第28号 

平成24年６月29日規則第63号 

平成24年12月26日規則第105号 

平成25年11月21日規則第46号 

平成26年４月１日用字用語整備施行 

平成26年10月１日規則第62号 

平成26年11月21日規則第71号 

平成27年３月23日規則第11号 

平成27年６月12日規則第53号 

平成27年12月28日規則第103号 

平成28年12月20日規則第76号 

高松市市営住宅条例施行規則 

高松市市営住宅条例施行規則（昭和39年高松市規則第24号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高松市市営住宅条例（平成９年高松市条例第47号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（単身入居のための市営住宅） 

第３条 高齢者等（条例第６条第２項に規定する高齢者等をいう。以下同じ。）が単身で入居する

ことができる市営住宅の規格は、１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積

を除く。）が55平方メートル未満の住宅で市長が別に定めるものとする。 

（特定公共賃貸住宅の入居者資格） 

第４条 条例第８条の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第

16号。以下「特賃法施行規則」という。）第26条に規定する入居者資格のうち、同条第４号の特

別の事情は、次のとおりとする。 
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(１) 市営住宅建替事業又は改良住宅建替事業による市営住宅の除却 

(２) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法

（昭和29年法律第119号）第３条第３項若しくは第４項の規定に基づく土地区画整理事業又は都

市再開発法（昭和44年法律第38号）第２条の２第３項の規定に基づく市街地再開発事業の施行

に伴う住宅の除却 

(３) 土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条（同法第138条第１項において準用する場合を

含む。）の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法（昭和36年法律第150

号）第２条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却 

(４) 国が定めるシルバーハウジング・プロジェクトに係る生活援助員による福祉サービスの提

供 

２ 特賃法施行規則第26条第４号及び第５号の市長が定める額は、同条第４号及び第５号に規定す

る上限の額とする。 

３ 特賃法施行規則第26条第５号に規定する市長が定める基準は、市長が別に定めるものとする。 

（入居の申込み） 

第５条 市営住宅（特定公共賃貸住宅を除く。）に入居しようとする者は市営住宅入居申込書（様

式第１号）を、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は特定公共賃貸住宅入居申込書（様式第

１号の２）を市長に提出しなければならない。 

（公開抽選及び入居予定者の決定） 

第６条 市長は、条例第11条から第13条までの規定による公開の抽選においては、当該抽選に係る

入居の申込みをした者を少なくとも２人立ち会わせるものとする。この場合において、当該抽選

に係る入居の申込みをした者が立ち会わないときは、当該抽選の事務に関係のない職員を立ち会

わせるものとする。 

２ 市長は、入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、遅滞なく、その旨を通知するも

のとする。 

３ 入居予定者として決定された者は、市長が指定する期限までに次に掲げる書類を市長に提出し

なければならない。 

(１) 住民票の写し 

(２) 収入（特定公共賃貸住宅にあっては所得）を証明する書類 

(３) 婚姻予約証明書（婚姻の予約者が同居する場合に限る。） 
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(４) 市税を滞納していないことを証明する書類 

(５) 暴力団員でないことを確約する書面 

(６) 前各号に掲げるもののほか、入居者資格の判定上市長が必要と認める書類 

４ 入居予定者として決定された高齢者等は、前項に規定するもののほか、身体障害者手帳の写し、

精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し、戦傷病者手帳の写し、原子爆弾被爆者特別手

当証書の写し、福祉事務所長又は福祉事務所を設置しない町村の長の証明書その他の条例第６条

第２項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を提出しなければならな

い。 

５ 市長は、高齢者等が条例第６条第２項ただし書に規定する者に該当するかどうかについては、

前項の証明書を発行した福祉事務所長若しくは福祉事務所を設置しない町村の長又は学識経験者

等の意見を聴いた上で判定するものとする。 

６ 市長は、条例第15条第１項の審査を受け、認められた入居予定者に対しては、市営住宅入居予

定者決定通知書（様式第２号）によりその旨を通知するものとする。 

（条例第13条の特に居住の安定を図る必要がある者） 

第７条 条例第13条の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(１) 同居する18歳未満の児童が３人以上有る者 

(２) 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を

含む。以下同じ。）のいない女性で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの 

(３) 60歳以上の者 

(４) 条例第６条第１項第２号に規定する現に同居し、又は同居しようとする親族（以下「同居

親族」という。）が60歳以上である者 

(５) 次のアからウまでのいずれかに該当する心身障害者である者 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交付を受けた身体障

害者手帳に身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別

表第５号に定める１級から４級までのいずれかに該当する者として記載されている者 

イ 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により交付を受けた戦傷病者手

帳に身体上の障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２に定める特別項

症から第６項症までのいずれか又は同法別表第１号表ノ３に定める第一款症に該当する者と
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して記載されている者 

ウ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条第１項に規定する児童相談所又は知的障害者福

祉法（昭和35年法律第37号）第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者

のうち、重度若しくは中度の知的障害者と判定された者又は知的障害者以外の者で、精神保

健センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障

害者と同程度の精神的障害を有していると判定されたもの 

(６) 同居親族が前号アからウまでのいずれかに該当する心身障害者である者 

（入居補欠者の有効期限） 

第８条 条例第14条の入居補欠者の資格の有効期限は、当該市営住宅に係る次回の入居の公募を告

示する日の前日とする。 

（請書） 

第９条 条例第15条第２項第１号の請書は、様式第３号によるものとする。 

（入居の許可） 

第10条 条例第16条第１項の規定による入居の許可は、市営住宅入居許可書（様式第４号）により

行うものとする。 

（入居指定日から入居する日までの期間） 

第11条 次の各号に掲げる者に係る条例第16条第２項の市長が定める期間は、当該各号に定めると

おりとする。 

(１) 入居者 10日以内 

(２) 同居親族（婚姻の予約者を除く。） 10日以内（疾病その他市長がやむを得ないと認める

事由があるときは、30日まで延長することができる。） 

(３) 婚姻の予約者 ３か月以内 

（入居の許可等の取消し） 

第12条 市長は、条例第15条第４項の規定により入居予定者の決定を取り消すときは市営住宅入居

予定者決定取消通知書（様式第５号）により当該入居予定者に、条例第16条第２項及び第43条第

１項の規定により入居の許可を取り消すときは市営住宅入居許可取消通知書（様式第６号）によ

り当該入居者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知を行うに当たり、当該通知を受けるべき者の住所、居所その他

の通知をなすべき場所が不明の場合は、入居予定者の決定又は入居の許可を取り消す旨、取消し
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の理由、取消しの期日その他必要な事項を告示する。この場合において、当該告示を行った日か

ら14日を経過した日に当該通知が相手方に到達したものとみなす。 

（同居者の異動） 

第13条 入居者は、当該入居者と同居している者に異動があったときは、市営住宅同居者異動届（様

式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（同居手続） 

第14条 入居者は、条例第18条の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書（様式第８

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、実情を調査し、同居しようとする者が次の各

号のいずれかに該当するときは、同居を承認するものとする。 

(１) 入居者又は同居者に扶養され、又は看護されている入居者の３親等内の親族 

(２) 入居者又は同居者を扶養し、又は看護している入居者の３親等内の親族 

(３) 入居者又は同居者の配偶者 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める者 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項の申請が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、市

長は、同居を承認しない。ただし、入居者又は同居者が病気にかかっていること等市長が特別の

事由があると認めるときは、同居を承認することができる。 

(１) 同居の承認による同居の後の入居者に係る収入が条例第６条第１項第３号に規定する金額

（改良住宅等にあっては、条例第７条第３項の規定により読み替えて準用する条例第６条第１

項第３号に規定する金額）を超えるとき。 

(２) 入居者又は同居者が条例第43条第１項各号（第９号を除く。）の規定に該当するとき。 

(３) 同居しようとする者が、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、市税を滞納

しているとき。 

(４) 同居しようとする者が同居することにより、当該同居を希望する市営住宅が狭あいとなり、

衛生上又は風教上不適当な居住状態となるとき。 

(５) 同居しようとする者が、暴力団員であることが判明したとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が市営住宅の管理上支障があると認めるとき。 

４ 前項ただし書の場合において、市長は、当該承認に期限を付すことができる。 

５ 市長は、第２項又は第３項ただし書の規定により同居を承認するときは、市営住宅同居承認書
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（様式第９号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

（承継手続） 

第15条 入居者と同居していた者は、条例第19条の承認を得ようとするときは、市営住宅承継入居

承認申請書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、実情を調査し、入居の承継を承認するときは、

市営住宅承継入居承認書（様式第11号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 条例第15条第２項から第４項までの規定は、前項の規定により承認を得た者について準用する。

この場合において、同条第２項中「前項の審査を受け、認められた入居予定者」とあるのは「第

19条の承認を得た者（次項及び第４項において「承継者」という。）」と、同条第３項及び第４

項中「入居予定者」とあるのは「承継者」と読み替えるものとする。 

（住替え手続） 

第16条 入居者は、他の市営住宅への入居を希望するときは、市営住宅住替え承認申請書（様式第

12号）を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、条例第５条各号に掲げる事由及び市長が別に

定める事由のいずれかに該当するか否か実情を調査し、住替えを認めるときは、市営住宅住替え

承認書（様式第13号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 条例第15条第２項から第４項までの規定は、前項の規定により承認を得た者について準用する。

この場合において、同条第２項中「前項の審査を受け、認められた入居予定者」とあるのは「市

営住宅の住替えの承認を得た者（次項及び第４項において「住替え承認者」という。）」と、同

条第３項及び第４項中「入居予定者」とあるのは「住替え承認者」と読み替えるものとする。 

（連帯保証人等の変更） 

第17条 入居者は、条例第17条第２項又は第３項の規定により連帯保証人を変更しようとするとき

は、連帯保証人変更承認申請書（様式第14号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、内容を審査し、連帯保証人の変更を認めると

きは、連帯保証人変更承認書（様式第15号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 条例第17条第４項の規定による連帯保証人の住所又は氏名の変更の届出は、連帯保証人住所・

氏名変更届（様式第16号）により行うものとする。 

（収入の申告） 

第18条 条例第21条第１項の規定による収入の申告は、収入申告書（様式第17号）により行うもの
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とする。 

（収入等の認定及び使用料の額の通知） 

第19条 市長は、条例第21条第３項の規定により認定した収入の額及び条例第20条第１項又は第５

項の規定により算定した使用料の額を、同条第１項の市営住宅に係るものにあっては収入認定・

市営住宅使用料決定通知書（様式第18号）により、同条第５項の更新住宅に係るものにあっては

収入認定・更新住宅使用料決定通知書（様式第18号の２）により、当該入居者に通知するものと

する。ただし、条例第21条第１項の規定による入居者からの収入の申告がない場合において、条

例第37条の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、条例

第20条第１項ただし書に規定する使用料の額を市営住宅使用料決定通知書（様式第18号の３）に

より、同条第５項ただし書に規定する使用料の額を更新住宅使用料決定通知書（様式第18号の４）

により、当該入居者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第21条第３項の規定により認定した収入の額に基づき

入居者を収入超過者として認定するときは、当該収入の額、条例第30条第１項の規定による認定

及び条例第32条第１項又は第３項に規定する使用料の額を、収入認定・市営住宅使用料決定・収

入超過者認定通知書（様式第19号）により条例第30条第１項第１号に掲げる入居者に、収入認定・

更新住宅使用料決定・収入超過者認定通知書（様式第20号）により同項第２号に掲げる入居者（改

良住宅の入居者を除く。）に通知するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、条例第21条第３項の規定により認定した収入の額に基づ

き入居者を高額所得者として認定するときは、当該収入の額、条例第30条第２項の規定による認

定及び条例第34条第１項に規定する使用料の額を、収入認定・市営住宅使用料決定・高額所得者

認定通知書（様式第21号）により当該入居者に通知するものとする。 

４ 条例第32条第３項の市長が定める額は、条例第６条第１項第３号に規定する額とする。 

５ 条例第32条第４項の市長が定める額は、公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）第８条第２

項の規定の例により算定した額から条例第20条第４項又は第５項の規定による使用料の額を控除

して得た額（その額が改良住宅等管理要領（昭和54年建設省住整発第６号建設省住宅局長通知）

第８の規定の例により算定した額（以下この項において「限度額」という。）を超えることとな

るときは、当該限度額）とする。 

（収入認定等についての意見） 

第20条 入居者は、条例第21条第４項又は第30条第３項の規定により市長に意見を述べるときは、
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収入認定等についての意見書（様式第22号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による意見の申出を受けたときは、当該意見の内容を審査し、収入認定等

についての回答書（様式第23号）により当該申出をした者にその結果を通知するものとする。 

（利便性係数、使用料の額及び使用料の徴収） 

第21条 条例第20条第２項の市長が定める数値及び同条第５項の規定による更新住宅の使用料の額

の算出に係る算式中の数値のうち公営住宅法施行令第２条第１項第４号の規定により市長が定め

る数値（以下「利便性係数」という。）は、別表第１のとおりとする。ただし、大規模な修繕等

を実施したときは、同表の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。 

２ 条例第20条第４項の改良住宅、同条第６項の特定公共賃貸住宅及び同条第７項のその他の市営

住宅の使用料の月額は、別表第２のとおりとする。 

３ 市営住宅の使用料の徴収については、市営住宅使用料納入通知書（様式第24号）により通知し、

市営住宅使用料徴収簿（様式第25号）により整理するものとする。 

４ 入居者は、前項の使用料を納付書兼領収済通知書（様式第25号の２）により納入しなければな

らない。 

（使用料等の減免及び徴収の猶予） 

第22条 入居者は、条例第22条第１項ただし書、第23条第１項ただし書、第32条第５項又は第34条

第３項の規定により使用料、敷金、割増使用料又は金銭の減免又は徴収の猶予を受けようとする

ときは、市営住宅使用料等減免・徴収猶予申請書（様式第26号）を市長に提出しなければならな

い。ただし、使用料の減免にあっては、市長においてその必要がないと認めたときは、この限り

でない。 

２ 市長は、前項本文の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、

市営住宅使用料等減免・徴収猶予決定通知書（様式第27号）により当該申請をした者に通知する

ものとする。 

３ 第１項ただし書に規定する場合における使用料の減免に係る手続に関しては、別に定める。 

（敷金） 

第23条 条例第23条第１項に規定する敷金については、市営住宅敷金納入通知書（様式第25号の３）

により通知し、入居者は、敷金納付書（様式第25号の４）により納入しなければならない。 

２ 入居者は、条例第23条第２項の規定により敷金の返還を受けようとするときは、市営住宅敷金

払戻請求書（様式第28号）を市長に提出しなければならない。 
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（一時不使用の届出） 

第24条 条例第26条第３項の規定による届出は、市営住宅一時不使用届（様式第29号）により行う

ものとする。 

（入居状況の報告） 

第25条 条例第26条第４項の規定による報告は、市営住宅入居状況報告書（様式第30号）により行

うものとする。 

（用途変更、模様替え、増築等の承認） 

第26条 入居者は、条例第29条第１項各号に掲げる行為をしようとするときは、市営住宅変更使用

承認申請書（様式第31号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、変更使用を承認するとき

は、市営住宅変更使用承認書（様式第32号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

（市営住宅建替事業による再入居） 

第27条 条例第39条第１項の規定による申出は、建替市営住宅再入居申出書（様式第33号）により

行うものとする。 

２ 条例第39条第２項の規定による通知は、建替市営住宅再入居申出期限通知書（様式第34号）に

より行うものとする。 

３ 条例第39条第３項の規定による通知は、建替市営住宅再入居通知書（様式第35号）により行う

ものとする。 

（市営住宅の明渡し請求） 

第28条 条例第33条第１項、第38条第１項及び第43条第１項の規定による明渡しの請求は、市営住

宅明渡し請求書（様式第36号）により行うものとする。 

（市営住宅の明渡し届） 

第29条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅明渡し届（様式第37号）を市長

に提出しなければならない。 

（特定目的住宅） 

第30条 市営住宅のうち、母子・父子世帯向市営住宅、老人世帯向市営住宅、高齢者世話付市営住

宅、心身障害者世帯向市営住宅及び子育て世帯向市営住宅の名称を付けた市営住宅を特定目的住

宅という。 

２ 前項の「母子・父子世帯向市営住宅」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第
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129号）の規定による母子家庭及び父子家庭で、住宅に困窮しているものを入居させるための住宅

をいう。 

３ 第１項の「老人世帯向市営住宅」とは、60歳以上の者及びその親族で次の各号のいずれかに該

当するもののみから成る世帯で、住宅に困窮しているものを入居させるための住宅をいう。 

(１) 配偶者 

(２) 18歳未満の児童 

(３) 第７条第５号アからウまでのいずれかに該当する心身障害者 

(４) 60歳以上の者 

４ 第１項の「高齢者世話付市営住宅」とは、国が定めるシルバーハウジング・プロジェクトの対

象となる高齢者世帯で次の各号のいずれかに該当するもの（第４号から第７号までに掲げるもの

にあっては、市長が市営住宅の需要等を考慮して特に必要と認める場合に限る。次条において「高

齢者世帯」という。）で、住宅に困窮しているものを入居させるための住宅をいう。 

(１) 60歳以上の単身者の世帯 

(２) 60歳以上の夫婦のみから成る世帯 

(３) 60歳以上の親族のみから成る世帯 

(４) 障害者（第７条第５号イ又は条例第６条第２項第４号に該当する者又は障害者基本法（昭

和45年法律第84号）第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が次のアからウまでに定

めるものであるものをいう。以下この項において同じ。）の単身世帯 

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から

４級までのいずれかに該当する程度 

イ 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項に規定する１級又は２級に該当する程度 

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度 

(５) 障害者である親族のみから成る世帯 

(６) 障害者及びその配偶者のみから成る世帯 

(７) 障害者及びその親族である60歳以上の者のみから成る世帯 

５ 第１項の「心身障害者世帯向市営住宅」とは、入居者又は同居親族が第７条第５号アからウま

でのいずれかに該当する心身障害者である世帯（次条において「心身障害者世帯」という。）で、

住宅に困窮しているものを入居させるための住宅をいう。 
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６ 第１項の「子育て世帯向市営住宅」とは、小学校就学の始期に達するまでの児童及び当該児童

と現に同居し、又は同居しようとする親族から成る世帯で、住宅に困窮しているものを入居させ

るための住宅をいう。 

７ 特定目的住宅の割当て及び設置については、市長が別に定める。 

（資格喪失） 

第31条 特定目的住宅のうち、高齢者世話付市営住宅及び心身障害者世帯向市営住宅の入居者の世

帯が、それぞれ高齢者世帯及び心身障害者世帯でなくなったときは、当該住宅の入居の資格を喪

失するものとし、当該入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長

がやむを得ないと認める特別の事情がある場合は、この限りでない。 

２ 特定目的住宅のうち、子育て世帯向市営住宅の入居者の世帯が、15歳に達する日以後最初の３

月31日までの間にある児童を有しなくなったときは、当該住宅の入居の資格を喪失するものとし、

当該入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長がやむを得ないと

認める特別の事情がある場合は、この限りでない。 

（社会福祉法人等の使用手続） 

第32条 条例第45条第１項の規定による市営住宅の使用の申請は、市営住宅使用許可申請書（様式

第38号）により行うものとする。 

２ 条例第45条第２項の規定による通知は、市営住宅の使用を許可するときは市営住宅使用許可書

（様式第39号）により、許可しないときは市営住宅使用不許可通知書（様式第40号）により行う

ものとする。 

（社会福祉法人等の使用状況の報告） 

第33条 条例第48条第１項の規定による報告は、市営住宅使用状況報告書（様式第41号）により行

うものとする。 

（社会福祉法人等の申請内容変更の報告） 

第34条 条例第48条第２項の規定による報告は、市営住宅使用許可申請内容変更報告書（様式第42

号）により行うものとする。 

（社会福祉法人等の使用の許可の取消し） 

第35条 市長は、条例第49条の規定により使用の許可を取り消すときは、市営住宅使用許可取消通

知書（様式第43号）により当該社会福祉法人等に通知するものとする。 

（駐車場の使用の申込み） 
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第36条 条例第55条第１項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用許可申込書

（様式第44号）により行うものとする。 

（駐車場の使用の許可） 

第37条 市長は、条例第57条の規定により駐車場の使用者を決定したときは、市営住宅駐車場使用

許可書（様式第45号）を当該申込みをした者に交付するものとする。 

（駐車場の使用料の額） 

第38条 条例第58条第１項に規定する駐車場の使用料の月額は、別表第３のとおりとする。 

（駐車場の明渡し請求） 

第39条 条例第59条の規定による駐車場の使用の許可の取消し及び明渡しの請求は、市営住宅駐車

場明渡し請求書（様式第46号）により行うものとする。 

（保管場所に関する証明） 

第40条 使用者は、条例第60条に規定する証明書の交付を受けようとするときは、自動車保管場所

使用承諾証明書交付申請書（様式第47号）を市長に提出しなければならない。 

（住宅監理員証） 

第41条 条例第63条第３項の住宅監理員の身分を示す証明書は、住宅監理員証（様式第48号）とす

る。 

（委任） 

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年７月１日から施行する。 

（塩江町の編入に伴う経過措置） 

２ 塩江町の編入の日前に塩江町営住宅条例施行規則（昭和50年塩江町規則第13号。次項において

「塩江町規則」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 塩江町の編入の際現に塩江町規則の規定に基づいて使用されている書類は、この規則に規定す

る様式によるものとみなす。 

（庵治町、香南町及び国分寺町の編入に伴う経過措置） 

４ 庵治町、香南町及び国分寺町の編入の日前に庵治町営住宅管理条例施行規則（平成９年庵治町
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規則第11号）、香南町町営住宅条例施行規則（平成９年香南町規則第16号）又は国分寺町町営住

宅条例施行規則（平成17年国分寺町規則第17号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

５ 庵治町、香南町及び国分寺町の編入の際現に庵治町営住宅管理条例施行規則、香南町町営住宅

条例施行規則又は国分寺町町営住宅条例施行規則の規定に基づいて使用されている書類は、この

規則に規定する様式によるものとみなす。 

６ 条例附則第９項の規定の適用を受けて香南町町営住宅条例（平成９年香南町条例第７号）第２

条第３号に規定する公営住宅に入居する者が引き続き当該公営住宅に入居する場合における平成

19年度及び平成20年度の使用料の額は、条例第20条第１項、第32条第１項又は第34条第１項の規

定による使用料の額が平成18年度の最終の使用料の額を超える場合においては、これらの規定に

よる当該年度の使用料の額から平成18年度の最終の使用料の額を控除した額に次の表に掲げる年

度の区分に応じた負担調整率を乗じて得た額に、平成18年度の最終の使用料の額に加えた額とす

る。 

年度の区分 負担調整率 

平成19年度 
 

平成20年度 
 

７ 香南町及び国分寺町の編入の際現にこれらの町において改良住宅等改善事業制度要綱（平成11

年建設省住整発第25号建設省住宅局長通知）第８第１項の規定による建替計画の承認を受けてい

た更新住宅の使用料（条例第40条第２項に規定する入居者に係るものに限る。）については、第

21条第１項の規定による更新住宅の利便性係数により算出した使用料の額（以下この項において

「本来入居者の更新住宅使用料額」という。）が、香南町町営住宅条例又は国分寺町町営住宅条

例施行規則の例により算出した使用料の額を当該更新住宅の使用料となるべき額とした場合にお

ける当該使用料の額を超える場合においては、当分の間、本来入居者の更新住宅使用料額からそ

の超えることとなる額を控除して得た額を当該更新住宅の使用料の額とみなすことができる。 

附 則（平成９年９月26日規則第56号） 

この規則は、平成９年10月１日から施行する。 

附 則（平成10年２月25日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成10年５月８日規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年５月29日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年７月31日規則第45号） 

この規則は、平成10年８月１日から施行する。 

附 則（平成10年９月28日規則第52号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の高松市市営住宅条例施行規則の規定は、平成11年度以後の使用料について適用し、平

成10年度の使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成11年３月29日規則第59号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年９月24日規則第98号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成12年度以後の使用料について適用し、平成11年度までの使用

料については、なお従前の例による。 

附 則（平成12年３月27日規則第13号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、公布の日から施

行する。 

附 則（平成12年９月25日規則第67号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、平成12年10月１日から施

行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成13年度以後の使用料について適用し、平成12年度までの使用

料については、なお従前の例による。 

附 則（平成13年９月20日規則第64号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１川東団地の項の改正規定及び別表第３

に川東団地駐車場の項を加える改正規定は、平成13年11月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１木太町Ａ団地の項、西宝町Ａ団地の項、上之町Ａ団地の項、上之町Ｂ団地の

項及び太田上町団地の項の規定は、平成14年度以後の使用料について適用し、平成13年度までの
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使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成13年12月21日規則第73号） 

この規則は、平成14年２月１日から施行する。 

附 則（平成14年９月27日規則第56号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年７月28日規則第59号） 

１ この規則は、平成17年８月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、（中略）第57条から第72条までの規定による改正前の（中略）高松市市

営住宅条例施行規則（中略）に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

附 則（平成17年９月22日規則第130号） 

この規則は、平成17年９月26日から施行する。 

附 則（平成18年１月６日規則第40号） 

この規則は、平成18年１月10日から施行する。ただし、第４条（第１項第１号を除く。）及び様

式第45号の改正規定は公布の日から、第２条、第３条、第５条、第６条、第９条、第12条第１項、

第15条第３項、第16条第３項、様式第１号及び様式第４号の改正規定は同年３月１日から施行する。 

附 則（平成18年４月25日規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年11月６日規則第111号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月22日規則第117号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第20号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際（中略）、第11条（中略）の規定による改正前の（中略）高松市市営住宅

条例施行規則（中略）に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 
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附 則（平成19年９月26日規則第68号） 

１ この規則は、平成19年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、第３条から第10条まで（中略）の規定による改正前の（中略）高松市市

営住宅条例施行規則（中略）に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

附 則（平成19年９月26日規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年11月７日規則第77号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則（別表第１下向田団地の項の改正規定を除く。）による改正後の別表第１の規定は、

平成20年度以後の使用料について適用し、平成19年度までの使用料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成20年２月４日規則第１号） 

この規則は、平成20年６月１日から施行する。 

附 則（平成20年12月５日規則第73号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年２月９日規則第５号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成21年度以後の使用料について適用し、平成20年度までの使用

料については、なお従前の例による。 

附 則（平成21年３月31日規則第30号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年11月24日規則第60号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１さくら団地の項の改正規定及び別表第

３にさくら団地駐車場の項を加える改正規定は、平成21年12月10日から施行する。 

２ この規則（別表第１さくら団地の項の改正規定を除く。）による改正後の別表第１の規定は、

平成22年度以後の使用料について適用し、平成21年度までの使用料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成22年11月４日規則第55号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１東山第２団地の項の改正規定は、平成

22年11月15日から施行する。 

２ この規則（別表第１東山第２団地の項の改正規定を除く。）による改正後の別表第１の規定は、

平成23年度以後の使用料について適用し、平成22年度までの使用料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成23年11月22日規則第54号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１東山第３団地の項の改正規定及び別表

第３に東山第３団地駐車場の項を加える改正規定は、平成23年12月15日から施行する。 

２ この規則（別表第１東山第３団地の項の改正規定を除く。）による改正後の別表第１の規定は、

平成24年度以後の使用料について適用し、平成23年度までの使用料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成24年３月27日規則第28号） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の高松市市営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現

に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成24年６月29日規則第63号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に交付された登録原票記載事項証明書は、第６条の規定による改正後の

高松市墓地条例施行規則第５条第１号及び第６条第２号、第７条の規定による改正後の高松市墓

地公園条例施行規則第５条第１号及び第11条第２号並びに第９条の規定による改正後の高松市市

営住宅条例施行規則第６条第３項第１号に規定する住民票の写しとみなす。 

附 則（平成24年12月26日規則第105号） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定及び次項の規定は、

公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第１の規定は、平成25年度以後の使用料について適用し、平成24

年度までの使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年11月21日規則第46号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第１の規定は、平成26年度以後の使用料について適用し、平成25

年度までの使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年10月１日規則第62号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年11月21日規則第71号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第１上之町Ｃ団地の項の規定は、平成27年度以後の使用料につい

て適用し、平成26年度までの使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年３月23日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年６月12日規則第53号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年12月28日規則第103号） 

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第１の規定は、平成28年度以後の使用料について適用し、平成27

年度までの使用料については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができ

る。 

附 則（平成28年12月20日規則第76号） 

１ この規則は、平成28年12月22日から施行する。ただし、別表第１に上之町第Ⅰ住宅の項を加え

る改正規定及び別表第３に上之町第Ⅰ住宅駐車場の項を加える改正規定は、平成29年１月６日か

ら、別表第１上之町Ａ団地の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則（別表第１に上之町第Ⅰ住宅の項を加える改正規定を除く。）による改正後の別表第

１の規定は、平成29年度以後の使用料の額の算定について適用し、平成28年度までの使用料の額

の算定については、なお従前の例による。 

別表第１（第21条関係） 

団地名 建設年度 構造 利便性係数 備考 

朝日町団地 昭和41年度～昭和 中層耐火構造４階 0.76 
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43年度 建て 0.75 ３階部分 

0.74 ４階部分 

花園町団地 
昭和26年度・昭和

27年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.76 
 

0.75 ３階部分 

0.74 ４階部分 

木太町Ａ団地 
平成６年度・平成

７年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.77 
 

0.76 ３階部分 

0.75 ４階部分 

木太町Ｂ団地 

 

中層耐火構造４階

建て 

0.76 
 

平成７年度 0.75 ３階部分 

 
0.74 ４階部分 

木太町本村団地 
昭和35年度・昭和

36年度 

中層耐火構造３階

建て 

0.75 
 

0.74 ３階部分 

高松町団地 
平成３年度・平成

４年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.76 
 

0.75 ３階部分 

0.74 ４階部分 

水田団地 
昭和43年度～昭和

45年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.76 
 

0.75 ３階部分 

0.74 ４階部分 

簡易耐火構造２階

建て 
0.70 

 

簡易耐火構造平屋

建て 
0.70 

 

高田北団地 
昭和40年度～昭和

42年度 

簡易耐火構造平屋

建て 
0.69 

 

川東団地 平成12年度 
中層耐火構造３階

建て 

0.75 
 

0.79 高齢者世話付住宅 

高田団地 昭和41年度～昭和 簡易耐火構造２階 0.69 
 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 

20/83 



43年度 建て 

簡易耐火構造平屋

建て 
0.69 

 

西宝町Ａ団地 
昭和53年度・昭和

54年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.76 
 

0.75 ３階部分 

0.74 ４階部分 

西宝町Ｂ団地 
昭和51年度・昭和

52年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.77 
 

0.76 ３階部分 

0.75 ４階部分 

西宝町Ｃ団地 
昭和55年度～昭和

57年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.76 
 

0.75 ３階部分 

0.74 ４階部分 

中層耐火構造３階

建て 

0.76 
 

0.75 ３階部分 

旭ヶ丘団地 平成５年度 
中層耐火構造５階

建て 

0.78 
 

0.82 高齢者世話付住宅 

宮脇町団地 
昭和48年度～昭和

50年度 

中層耐火構造５階

建て 

0.77 
 

0.76 ３階部分 

0.75 ４階部分 

0.72 ５階部分 

香西本町団地 平成８年度 
高層耐火構造８階

建て 

0.76 
 

0.80 高齢者世話付住宅 

檀紙町団地 
昭和48年度～昭和

50年度 

簡易耐火構造２階

建て 
0.70 

 

簡易耐火構造平屋

建て 
0.70 

 

石清尾団地 
昭和62年度～平成

元年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.79 
 

0.78 ３階部分 
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0.77 ４階部分 

飯田町団地 
昭和37年度～昭和

40年度 

簡易耐火構造２階

建て 
0.70 

 

簡易耐火構造平屋

建て 
0.70 

 

中野町団地 

 

高層耐火構造７階

建て 

0.81 
 

平成８年度 
0.85 

心身障害者世帯向

住宅 

上之町第Ⅰ住宅 平成28年度 
中層耐火構造５階

建て 
0.84  

上之町Ｃ団地 
昭和29年度・昭和

30年度 

中層耐火構造３階

建て 

0.74  

0.73 ３階部分 

簡易耐火構造２階

建て 
0.74  

成合町田中団地 
昭和33年度～昭和

37年度 

簡易耐火構造２階

建て 
0.70  

簡易耐火構造平屋

建て 
0.70  

木造平屋建て 0.70  

勅使町田中団地 
昭和33年度～昭和

37年度 

簡易耐火構造２階

建て 
0.70  

簡易耐火構造平屋

建て 
0.70  

木造平屋建て 0.70  

太田上町団地 
平成４年度・平成

５年度 

中層耐火構造３階

建て 

0.78  

0.77 ３階部分 

仏生山町団地 
昭和28年度・昭和

29年度 
木造平屋建て 0.69  
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寺井町団地 
昭和45年度～昭和

48年度 

中層耐火構造５階

建て 

0.71  

0.70 ３階部分 

0.69 ４階部分 

0.66 ５階部分 

簡易耐火構造２階

建て 
0.69  

すみれ団地 
昭和48年度～昭和

57年度 

 0.74  

中層耐火構造５階

建て 

0.73 ３階部分 

0.72 ４階部分 

 0.69 ５階部分 

屋島西町新浜団地 
昭和58年度～昭和

63年度 

中層耐火構造４階

建て 

0.76  

0.75 ３階部分 

0.74 ４階部分 

川島東団地 昭和58年度 
中層耐火構造３階

建て 

0.80  

0.79 ３階部分 

前田団地 昭和58年度 
中層耐火構造３階

建て 

0.80  

0.79 ３階部分 

鹿角団地 昭和60年度 
中層耐火構造３階

建て 

0.80  

0.79 ３階部分 

西浦団地 昭和61年度 
中層耐火構造３階

建て 

0.81  

0.80 ３階部分 

上天神南団地 昭和61年度 
中層耐火構造３階

建て 

0.80  

0.79 ３階部分 

本町団地 平成２年度 
中層耐火構造 0.54  

３階建て 0.53 ３階部分 

河北団地 平成15年度 
中層耐火構造 0.54  

３階建て 0.53 ３階部分 

北井団地 平成17年度 木造平屋建て 0.57  
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香南町北部団地 

昭和59年度～昭和

61年度 
耐火構造２階建て 0.50  

平成17年度 耐火構造２階建て 0.52  

東山団地 平成17年度 
低層耐火構造２階

建て 
0.53  

さくら団地 平成21年度 
低層耐火構造２階

建て 
0.53  

東山第２団地 平成22年度 
低層耐火構造２階

建て 
0.53  

東山第３団地 平成23年度 
低層耐火構造２階

建て 
0.53  

下向田団地 
平成18年度～平成

20年度 

低層耐火構造２階

建て 
0.53 

 

別表第２（第21条関係） 

区分 団地名等 
使用料 

（１戸当たり） 

改良住宅 
 

円 

昭和団地（７号～９号、19号～22号） 2,100 

昭和団地（１号～６号、10号～18号） 2,300 

昭和団地（23号～48号） 3,000 

上天神町団地 3,100 

上天神町団地（店舗付住宅） 4,500 

川島南団地 3,000 

あかつき団地 3,100 

あかつき団地（店舗付住宅） 4,500 

あかつき団地（単身者向け住宅） 1,900 

香南町北部団地 住戸番号 491 2,000 

492、535 2,500 
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563 2,700 

  
501～503、505、 3,000 

  
511～514、521、 

 

  
522、531～533、 

 

  
536、541～543、 

 

  
545 

 

  
551～553、 3,200 

  
555、561、562、 

 

  
564～568 

 

特定公共賃貸住宅 旭ヶ丘団地 47,000 

香西本町団地 44,000 

中村団地 入居時の

所得 

15万8,000円以上25万9,000

円以下 

37,000 

 
25万9,000円を超え35万円以

下 

39,000 

  
35万円を超え48万7,000円以

下 

42,000 

北山団地 入居時の

所得 

15万8,000円以上25万9,000

円以下 

50,000 

 
25万9,000円を超え35万円以

下 

55,000 

  
35万円を超え48万7,000円以

下 

62,000 

その他の市営住宅 松島町団地 1,000 

備考 「入居時の所得」とは、入居の申請をした日における所得をいう。 

別表第３（第38条関係） 

名称 使用料（１区画当たり） 

木太町Ａ団地駐車場 3,000円 
 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 

25/83 



木太町Ｂ団地駐車場 3,000円 
 

高松町団地駐車場 2,500円 
 

水田団地駐車場 2,700円 
（軽自動車用の区画にあっては、

2,200円） 

川東団地駐車場 2,000円 
 

旭ヶ丘団地駐車場 4,000円 
 

香西本町団地駐車場 3,000円 
 

石清尾団地駐車場 4,000円 
 

中野町団地駐車場 6,000円 
 

上之町第Ⅰ住宅駐車場 4,700円 
 

太田上町団地駐車場 3,000円 
 

寺井町団地駐車場 2,400円 
（軽自動車用の区画にあっては、

1,900円） 

屋島西町新浜団地駐車場 2,500円 
 

本町団地駐車場 1,000円 
 

河北団地駐車場 1,000円 
 

中村団地駐車場 1,000円 
 

北井団地駐車場 1,000円 
 

東山団地駐車場 1,000円 
 

東山第３団地駐車場 1,000円 
 

さくら団地駐車場 1,000円 
 

下向田団地駐車場 1,000円 
 

北山団地駐車場 2,000円 
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様式第１号の２（第５条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第２号（第６条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第３号（第９条関係） 
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様式第４号（第10条関係） 
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様式第５号（第12条関係） 
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様式第６号（第12条関係） 

 

様式第７号（第13条関係） 
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様式第８号（第14条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第９号（第14条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第10号（第15条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第11号（第15条関係） 
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様式第12号（第16条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第13号（第16条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第14号（第17条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第15号（第17条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第16号（第17条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第17号（第18条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第18号（第19条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第18号の２（第19条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第18号の３（第19条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第18号の４（第19条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第19号（第19条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第20号（第19条関係） 
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様式第21号（第19条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第22号（第20条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第23号（第20条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第24号（第21条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 

53/83 



 

様式第25号（第21条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第25号の２（第21条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第25号の３（第23条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第25号の４（第23条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第26号（第22条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第27号（第22条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第28号（第23条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第29号（第24条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第30号（第25条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第31号（第26条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第32号（第26条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第33号（第27条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第34号（第27条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第35号（第27条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第36号（第28条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第37号（第29条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第38号（第32条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第39号（第32条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第40号（第32条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第41号（第33条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第42号（第34条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 

75/83 



 

様式第43号（第35条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第44号（第36条関係） 

【届出_根拠規範】37_香川県高松市_1_5_2 
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様式第45号（第37条関係） 
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様式第46号（第39条関係） 
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様式第47号（第40条関係） 
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様式第48号（第41条関係） 
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